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セーフティ123に参加されているみなさん!宮城県内を走るドライバーのみなさん!安全運転してますか? 

 
 

【事例】 

直線道路で、考え事をしながらぼんやりと運転し、信号機のない横断歩道を見落として一時停止を怠ったため、
横断中の歩行者と衝突しそうになったもの。 

  
ドライバー語録： 

「考え事をしていて横断歩道と歩行者を完全

に見落としていました。」 

「直前で、歩行者に気がつきましたが、もう

少しスピードが出ていたら、歩行者とぶつか

っていました…。｣ 

歩行者：｢横断歩道だから、車は絶対に止ま

ってくれると思って渡ったのに…。｣                     

 

 
歩行者の交通死亡事故の多くは「道路横断中」に発生 

 

横断中の歩行者が交通事故の犠牲となるケースは非常に多く、歩行者の安全が確保されているはずの横断歩道で

も交通事故は数多く発生しています。 

横断歩道手前の道路上には、この先に横断歩道があることを知らせる「◇」（ダイヤのマーク）があります。 

この「◇」を見つけたら横断歩道に接近しているサインです。まずはスピードを落とし、横断歩道付近の歩行者の有無

を十分確認しましょう。また、対向車線の横断歩道付近に車が止まっている場合は、「車の陰に横断者がいるかもしれ

ない」と考えて、さらに気を引き締めて運転しましょう。 

 
 横断歩道に歩行者がいるときは「一時停止!!」 

 

横断歩道を歩行者が横断、または、横断しようとしているときは、車両は横断歩道の手前で一時停止をして、歩行

者の通行を妨害してはいけません。                       

横断歩行者妨害は、交通違反となり、普通車の場合、違反点数２点、反則金９千円が科せられます。（違反に

より事故を起こすなどした場合は、３か月以下の懲役または５万円以下の罰金が科せられることもあります。） 

横断歩道に近づく際は、スピードを落として細心の注意を払い、歩行者がいる場合は、必ず「一時停止」をしましょ

う。 

横断歩道は歩行者優先です！運転者も歩行者もお互いルールを守りましょう。 

「セーフティ123通信」は，交通安全キャンペーン 
「セーフティ123」の参加者を応援する情報紙です。 
す。 

停止線

停止線 

急ブレーキ！ 



 

県内では、１０月から交通死亡事故が急増（８人）し、１０月末現在で３９件・３９人、前

年に比べて４件・１人の増加となっています。 

１０月中の死亡事故の多くは、視界が悪くなる夜間や早朝に発生しています。また、漫然運

転が原因とみられる車線はみ出しによる死亡事故（正面衝突や路外逸脱など）が多発していま

す。ドライバーの皆さんは、適度な緊張感を持った運転を心掛け、早めに休憩をとりましょ

う。 

また、道路を横断中に車にはねられる事故も発生しています。歩行者の皆さんは、明るく目

立つ服と反射材を着用し、横断歩道を正しく横断しましょう。 

これから、年末にかけての時期は交通事故が増加する傾向がありますので、交

通ルールをしっかり守り、安全確認を徹底し、命を守る行動をお願いします。 

詳しくは、右のＱＲコードからホームページを御覧ください。 

 

 

              

      

 

１１月１日施行の改正道路交通法により、自転車走行中のスマホ等の「なが

ら運転」や酒気帯び運転※に対する罰則が強化されました。 

○スマホ等の「ながら運転」 ～６月以下の懲役又は１０万円以下の罰金 

交通の危険を生じさせた場合～１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金 

○酒気帯び運転～３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

○ながら運転、酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度※の対象 

自転車の「ながら運転」や酒気帯び運転は、重大な交通事故に繋がりますの

で、交通ルールを守って、安全に利用しましょう。 

また、大切な命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。 

※ 自転車の酒酔い運転は、従来から罰則が設けられています。 

※ 自転車で危険行為を反復して行った方（３年以内に２回以上。危険行為に

より事故を発生させた場合も含む。）は、公安委員会が行う「自転車運転

者講習」を受講しなければなりません。 

 

夕暮れ時の交通事故防止運動について 

運動期間 １０月 1 日（火）から１月 3１日（金）まで 

夕暮れ時の事故防止に「ラ・ラ・ラ運動」 

●  ライトオン   (ドライバーは、早めのライト点灯) 

●  ライトアップ   (歩行者は、明るい服装・反射材の活用) 

●  ライトケアフル  (ドライバーは、前方右側からの横断歩行者に注意) 

○ ライトはハイビームが基本です。 

対向車がある場合等は、上手にライトを切り替えましょう。 

○ 歩行者は、反射材やＬＥＤライトを活用しましょう。 

  反射材を着用している歩行者は、着用していない歩行者よりも２倍以上先の距離で発

見できるといわれています。 

死亡事故多発 

自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」に罰則強化 


